
 
平成 25 年５月 21 日 

各      位 

会  社  名  株 式 会 社 ラ ッ ク 

代 表 者 名   代表取締役社長 髙 梨 輝 彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３８５７） 

問 合 せ 先  理事ＩＲ広報部長 白 石 通 紀 

電    話  ０３－６７５７－０１０７ 

定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 25 年５月 15 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 25 年６月 20 日開

催予定の第６回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の目的 

  平成 24 年６月 27 日をもってＡ種優先株式の全株式数を消却したことに伴い、現行定款第２章の２「Ａ種

優先株式」の全条文および第 19 条の２を削除するとともに、必要な文言の修正を行うものであります。 

 

 

 

２．日程 

取 締 役 会 決 議 平成 25 年５月 15 日 

株 主 総 会 開 催 日 平成 25 年６月 20 日 

 

 

（その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項） 

 

 

 

 

以  上 
 



－ 1 －

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

平成24年６月27日をもってＡ種優先株式の全株式数を消却したことに伴い、

現行定款第２章の２「Ａ種優先株式」の全条文および第19条の２を削除す

るとともに、必要な文言の修正を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。　
　 （下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（発行可能株式総数）　

第５条　当会社の発行可能株式総数は、１億

株とし、当会社の発行可能種類株式

総数は次のとおりとする。

(1)　普通株式　　１億株

(2)　Ａ種優先株式　10株

　
（単元株式数）

第８条　当会社の普通株式の１単元の株式数

は、100株とする。

　
第２章の２　Ａ種優先株式

（Ａ種優先株主への剰余金の配当）

第13条の２　当会社は、第49条に定める期末

配当金の支払いとしての剰余金の配

当（以下「期末配当」という。）を

行うときは、各事業年度末日の最終

の株主名簿に記載または記録された

Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ

種優先株主」という。）またはＡ種

優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ

種優先登録株式質権者」という。）

に対し、各事業年度末日の最終の株

主名簿に記載または記録された普通

株式を有する株主（以下「普通株主」

という。）または普通株式の登録株

（発行可能株式総数）

第５条　当会社の発行可能株式総数は、１億

株とする。

　

　

　

　

（単元株式数）

第８条　当会社の１単元の株式数は、100株と

する。

　
(削除)

(削除)
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現 行 定 款 変 更 案

　      式質権者（以下「普通登録株式質権

者」という。）に先立ち、Ａ種優先

株式１株につき次項に定める額の配

当金（以下「Ａ種優先配当金」とい

う。）を支払う。ただし、当該事業

年度において第３項に定めるＡ種優

先中間配当金を支払ったときは、当

該Ａ種優先中間配当金を控除した額

とする。

    ２　ある事業年度についてのＡ種優先株

式１株あたりのＡ種優先配当金の額

は、Ａ種優先株式１株あたりの払込

金額（以下「払込金額」という。）

に9.80％を乗じて算出した金額（以

下「Ａ種優先配当金額」という。）

とする。ただし、１年に満たない事

業年度については、Ａ種優先配当金

額は、払込金額に9.80％を乗じて算

出した額を、当該事業年度の日数で

日割り計算した額（１年を365日と仮

定して計算し、円位未満を切り捨て

る。以下、当該１年に満たない事業

年度終了日現在における日割配当額

を「経過済日割配当額」という。）

とする。なお、Ａ種優先株式の払込

期日を含む事業年度については、Ａ

種優先配当金額は、払込金額に9.80％

を乗じて算出した額を、当該払込期

日から当該事業年度終了日までの日

数で日割り計算した額（１年を365日

と仮定して計算し、円位未満を切り

捨てる。）とする。
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現 行 定 款 変 更 案

　　３　当会社は、第50条に定める剰余金の

配当（以下「中間配当」という。）

を行うときは、当年９月末日の最終

の株主名簿に記載または記録された

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株

式質権者に対し、当年９月末日の最

終の株主名簿に記載または記録され

た普通株主または普通登録株式質権

者に先立ち、前項に定めるＡ種優先

配当金額の２分の１を限度として、

取締役会の決議で定める金額のＡ種

優先中間配当金（以下「Ａ種優先中

間配当金」という。）を支払うもの

とする。

　　４　ある事業年度における剰余金の配当

としてＡ種優先株主またはＡ種優先

登録株式質権者に対して支払うＡ種

優先株式１株当たりの剰余金の配当

（中間配当を含む。）の額が第２項

に定めるＡ種優先配当金額に達しな

いときは、その不足額（以下「未払

配当金」という。）は翌事業年度以

降に累積し、当該事業年度の翌事業

年度の初日（以下「累積基準日」と

いう。）（同日を含む。）以降、実

際に累積した不足額（以下「累積未

払配当金」という。）の全部が支払

われた日（以下「累積支払日」とい

う。）（同日を含む。）まで、次の

算式に従って、年率9.80％の利率で

１年毎の複利計算により計算する。

なお、累積未払配当金については、

当該翌事業年度以降、Ａ種優先配当

金、Ａ種優先中間配当金ならびに普

通株主および普通登録株式質権者に

対する剰余金の配当に先立ち、Ａ種
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現 行 定 款 変 更 案

      　優先株主またはＡ種優先登録株式質

権者に対して配当する。

　　　　累積未払配当金＝未払配当金×(１

+0.098)m＋(m’÷365)

なお、累積基準日（同日を含む。）

から累積支払日（同日を含む。）ま

での日数を「m年とm’日」とする。

ただし、累積支払日までの間に累積

未払配当金の一部が支払われた場合

（以下、累積支払日までの間に支払

われた累積未払配当金を「支払済累

積未払配当金」という。）には、次

の算式に従って計算される金額を累

積未払配当金から控除する。累積支

　　　　払日までの間に累積未払配当金の一

部が複数回にわたって支払われた場

合には、支払済累積未払配当金のそ

れぞれにつき、控除金額を計算し控

除する。

控除金額＝支払済累積未払配当金×

(１+0.098)p＋(p’÷365)

　　　　なお、実際に支払済累積未払配当金

を支払った日（同日を含む。）から

累積支払日（同日を含む。）までの

日数を「p年とp’日」とする。

　　５　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株

式質権者に対しては、Ａ種優先配当

金またはＡ種優先中間配当金を超え

て期末配当または中間配当を行わな

い。

（Ａ種優先株主への残余財産の分配）

第13条の３　当会社は、残余財産の分配をす

るときは、Ａ種優先株主またはＡ種

優先登録株式質権者に対し、普通株

主および普通登録株式質権者に先立

ち、Ａ種優先株式１株につき、払込

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(削除) 
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現 行 定 款 変 更 案

        金額、残余財産の分配に関する清算

人の決定または清算人会の決議の日

の属する事業年度において支払われ

るべき前事業年度についてのＡ種優

先配当金額（清算人の決定または清

算人会の決議の時点で支払われてい

ない場合）、当該清算人の決定また

は清算人会の決議の日を支払日と仮

定して算出した累積未払配当金の額、

ならびに当該清算人の決定または清

算人会の決議の日を当該事業年度の

終了日と仮定して算出した経過済日

割配当額の合計額に相当する金額の

金銭を支払う。

　　２　当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種

優先登録株式質権者に対し、前項に

規定する支払のほか、残余財産の分

配を行わない。

（金銭を対価とするＡ種優先株式の取得請求

権）

第13条の４　Ａ種優先株主は、いつでも、法

令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部

または一部の取得を請求することが

できる。

　　２　当会社は、Ａ種優先株式１株につき、

取得請求の日における払込金額、当

該事業年度において支払われるべき

前事業年度についてのＡ種優先配当

金額（取得請求の時点で支払われて

いない場合）、取得請求の日を支払

日と仮定して算出した累積未払配当

金の額、ならびに取得請求の日を当

該事業年度の終了日と仮定して算出

した経過済日割配当額の合計額に相

当する金額の金銭を支払うものとす

る。なお、法令の範囲を超えてＡ種

優先株主から取得請求があった場

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(削除)
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現 行 定 款 変 更 案

        合､ 取得すべきＡ種優先株式は抽選

その他の合理的な方法により決定す

る。

（普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得

請求権）

第13条の５　Ａ種優先株主は、いつでも、法

令の範囲内で、かつ第６条に従い当

社株主総会で決議された募集する普

通株式の上限数を限度として、第２

項ないし第４項に定める条件で、当

会社がＡ種優先株式を取得するのと

引換えに、当会社の普通株式を交付

することを請求することができる。

なお、Ａ種優先株主に交付される普

通株式数の算出に際し１株未満の端

数が生じたときは、会社法第１６７

条第３項各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額にその端

数を乗じて得た額に相当する金銭を

Ａ種優先株主に交付する。

　　２　当会社は、次に定める条件により当

会社の普通株式を交付するものとす

る。

取得と引換えに交付すべき普通株式

数＝前条第２項で定めるＡ種優先株

式１株の取得と引換えに交付する財

産の額÷次項で規定する交付価額

　　３　当初交付価額は244.9円とし、交付価

額は、2010年５月15日以降の毎年５

月15日および11月15日（以下それぞ

れ「交付価額修正日」という。）に、

交付価額修正日における時価の90％

に相当する金額（以下「修正後交付

価額」という。）に修正されるもの

とする。ただし、修正後交付価額が

当初交付価額の65％（以下「下限交

付価額」という。）を下回るとき

　

　

　

(削除)
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現 行 定 款 変 更 案

        は､ 修正後交付価額は下限交付価額

とする。なお、交付価額が、次項に

より調整された場合には、下限交付

価額についても同様の調整を行うも

のとする。上記「時価」とは、当該

交付価額修正日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の当会社の普通株

式が上場されている金融商品取引所

における当会社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）

とし、その計算は円位未満小数第２

位までを算出し、その小数第２位を

切り捨てる。

　　４　交付価額の調整は次のとおりとする｡

　　　　(1)当会社は、Ａ種優先株式の発行

後､ 次号に掲げる各事由により普

通株式数に変更を生じる場合また

は変更を生ずる可能性がある場合

は､ 次に定める算式（以下「交付

価額調整式」という。)をもって

交付価額（前項に基づく修正後の

交付価額を含む｡ ) を調整する｡ 

調整後交付価額　＝調整前交付価

額×（既発行普通株式数　＋交付

普通株式数×１株あたりの払込金

額÷１株あたり時価）÷（既発行

普通株式数＋交付普通株式数）

なお、交付価額調整式で使用する

「既発行普通株式数」は、普通株

主に次号(a)ないし(d)の各取引に

係る基準日が定められている場合

はその日、また当該基準日が定め

られていない場合は、調整後の交

付価額を適用する日の1ヵ月前の

日における当会社の発行済普通株
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現 行 定 款 変 更 案

          式数から当該日における当会社の

有する普通株式数を控除したもの

とする。交付価額調整式で使用す

る「交付普通株式数」は、普通株

式の株式分割が行われる場合に

は､ 株式分割により増加する普通

株式数（基準日における当会社の

有する普通株式に関して増加した

普通株式数を含まない。）とし、

普通株式の併合が行われる場合に

は､ 株式の併合により減少する普

通株式数（効力発生日における当

会社の有する普通株式に関して減

少した普通株式数を含まない。）

を負の値で表示して使用するもの

とする。交付価額調整式で使用す

る「１株あたりの払込金額」は、

次号(a)の場合は当該払込金額（金

銭以外の財産を出資の目的とする

場合には適正な評価額、無償割当

ての場合は０円とする。）、次号

(b)および(d)の場合は０円とし、

次号(c)の場合は次号(e)で定める

対価の額とする。

　　　　(2)交付価額調整式によりＡ種優先株

式の交付価額の調整を行う場合お

よびその調整後の交付価額の適用

時期については、次に定めるとこ

ろによる。

　　　　　(a)次号(b)に定める時価を下回る

払込金額をもって普通株式を交

付する場合（無償割当ての場合

を含む。）（ただし、当会社が

交付した取得条項付株式、取得

請求権付株式もしくは取得条項

付新株予約権（新株予約権付社

 



－ 9 －

現 行 定 款 変 更 案

債に付されたものを含む。以下

本項において同じ。）の取得と

引換えに交付する場合または普

通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。以下本項に

おいて同じ。）その他の証券も

しくは権利の転換、交換または

行使により交付する場合を除

く｡ ) 

調整後の交付価額は、払込期日

（募集に際して払込期間が設け

られたときは当該払込期間の最

終日とする。）または無償割当

ての効力発生日の翌日以降これ

を適用する。ただし、当会社の

普通株主に募集株式の割当てを

受ける権利を与えるためまたは

無償割当てのための基準日があ

る場合は、その日の翌日以降こ

れを適用する。

          (b)普通株式の株式分割をする場

合､ 調整後の交付価額は、普通

株式の株式分割のための基準日

の翌日以降これを適用する。

　　　　　(c)取得請求権付株式、取得条項付

株式もしくは取得条項付新株予

約権であって、その取得と引換

えに次号(b)に定める時価を下

回る対価（以下に定義され

る｡ ) をもって普通株式を交付

する定めがあるものを交付する
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現 行 定 款 変 更 案

場合（無償割当ての場合を含

む｡ ) ､ または次号(b)に定め

る時価を下回る対価をもって普

通株式の交付を請求できる新株

予約権その他の証券もしくは権

利を交付する場合（無償割当て

の場合を含む｡ ) ､ 調整後の交

付価額は、交付される取得請求

権付株式、取得条項付株式もし

くは取得条項付新株予約権、ま

たは新株予約権その他の証券も

しくは権利（以下「取得請求権

付株式等」という。)の全てが

当初の条件で取得、転換、交換

または行使され普通株式が交付

されたものとみなして交付価額

調整式を準用して算出するもの

とし、交付される日または無償

割当ての効力発生日の翌日以降

これを適用する。ただし、普通

株主に取得請求権付株式等の割

当てを受ける権利を与えるため

または無償割当てのための基準

日がある場合は、その日の翌日

以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転

換、交換または行使に際して交

付される普通株式の対価が上記

の時点で確定していない場合

は、調整後の交付価額は、当該

対価の確定時点で交付されてい

る取得請求権付株式等の全てが

当該対価の確定時点の条件で取

得、転換、交換または行使され
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普通株式が交付されたものとみ

なして交付価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該対価

が確定した日の翌日以降これを

適用する。

　　　　　(d)普通株式の併合をする場合、調

整後の交付価額は、株式の併合

の効力発生日以降これを適用す

る。

　　　　　(e)本号(c)における対価とは、取

得請求権付株式等の交付に際し

て払込みその他の対価関係にあ

る支払がなされた額（時価を下

回る対価をもって普通株式の交

付を請求できる新株予約権の場

合には、その行使に際して出資

される財産の価額を加えた額と

する。）から、その取得、転

換､ 交換または行使に際して取

得請求権付株式等の所持人に交

付される普通株式以外の財産の

価額を控除した金額を、その取

得、転換、交換または行使に際

して交付される普通株式の数で

除した金額をいう。

        (3)交付価額調整式の計算および使用

する時価は次のとおりとする。

　　　　　(a)交付価額調整式の計算について

は、円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を切り捨

てる。　
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　　　　　(b)交付価額調整式で使用する時価

は、調整後の交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の当会社の普通株式

が上場されている金融商品取引

所における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値（終値の

ない日数を除く。円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第

２位を四捨五入する。）とす

る｡ 

　　　　(4)第２号に定める交付価額の調整を

必要とする場合以外にも、次に掲

げる場合に該当すると当会社の取

締役会が合理的に判断するときに

は、当会社は、必要な交付価額の

調整を行う。

　　　　　(a)当会社を存続会社とする合併、

他の会社が行う吸収分割による

当該会社の権利義務の全部また

は一部の承継、または他の株式

会社が行う株式交換による当該

株式会社の発行済株式の全部の

取得のために交付価額の調整を

必要とするとき。

　　　　　(b)交付価額を調整すべき事由が２

つ以上相接して発生し、一方の

事由に基づく調整後の交付価額

の算出にあたり使用すべき時価

につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。
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　　　　　(c)その他当会社の発行済普通株式

の株式数の変更または変更の可

能性の生じる事由の発生により

交付価額の調整を必要とすると

き。

　　　　(5)交付価額調整式により算出された

調整後交付価額と調整前交付価額

との差額が１円未満の場合は、交

付価額の調整は行わないものとす

る。ただし、本号により不要とさ

れた調整は繰り越されて、その後

の調整の計算において斟酌され

る。 

　　　　(6)第１号ないし前号により交付価額

の調整を行うときは、当会社は、

あらかじめ書面によりその旨なら

びにその事由、調整前の交付価

額､ 調整後の交付価額およびその

適用の日その他必要な事項を株主

名簿に記載されたＡ種優先株主に

通知する。ただし、その適用の日

の前日までに前記の通知を行うこ

とができないときは、適用の日以

降速やかにこれを行う。

（金銭を対価とするＡ種優先株式の取得条

項）

第13条の６　当会社は、いつでも、法令の範

囲内で、Ａ種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(削除)
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　　　２　当会社は、Ａ種優先株式１株につ

き、取得の日における払込金額、

当該事業年度において支払われる

べき前事業年度についてのＡ種優

先配当金額（取得の時点で支払わ

れていない場合）、取得日を支払

日と仮定して算出した累積未払配

当金の額、ならびに取得の日を当

該事業年度の終了日と仮定して算

出した経過済日割配当額の合計額

に相当する金額の金銭を支払うも

のとする。

　　　３　当会社は、Ａ種優先株式の一部を

取得する場合、抽選その他の合理

的な方法により当該一部を決定す

る。

（Ａ種優先株主の議決権）

第13条の７　Ａ種優先株主は、当会社の株主

総会において議決権を有しない。

（種類株主総会における議決権）

第13条の８　Ａ種優先株式については、会社

法第３２２条第１項第１号に定め

る場合を除き、同項各号に定める

種類株主総会の決議を要しない。

（Ａ種優先株式の譲渡制限）

第13条の９　Ａ種優先株式を譲渡により取得

するには、当会社の取締役会の承

認を受けなければならない。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(削除)

　

　

　

(削除)

　

　

　

　

(削除)
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（株式の併合または分割、新株引受権等の有

無）

第13条の10　当会社は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、Ａ種優先株式に

ついて株式の併合または分割を行

わない。

　　　２　当会社は、Ａ種優先株主に対し、

募集株式の割当てを受ける権利ま

たは募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また株式無償

割当てまたは新株予約権無償割当

てを行わない。

（Ａ種優先配当金およびＡ種優先中間配当金

の除斥期間）

第13条の11　第51条の規定は、Ａ種優先配当

金およびＡ種優先中間配当金につ

いて準用する。

（種類株主総会）

第19条の２　第15条ないし第17条および第19

条の規定は、種類株主総会に準用

する。

　　　２　第13条第１項の規定は、定時株主

総会において決議する事項が、当

該決議のほか、種類株主総会の決

議を必要とする場合における当該

種類株主総会に準用する。

　　　３　第18条第１項の規定は、会社法第

３２４条第１項の規定によるべき

種類株主総会の決議に準用する。

　　　４　第18条第２項の規定は、会社法第

３２４条第２項に定める種類株主

総会の決議に準用する。　

(削除)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(削除)

　

　

　

　

(削除)

　

　

　

　

　

 

　


	hina1-32-01
	定款新旧対照表_大証提出

